
 
 

 
学校法人昭和女子大学寄附行為変更認可申請書 

 

 

 

令和 5年 6月 30日 

 

文 部 科 学 大 臣  殿 

 

 

 

 

東京都世田谷区太子堂一丁目 7番 57号 

学校法人昭和女子大学理事長  山 崎 日 出 男 

 

 

 

 

このたび学校法人昭和女子大学の寄附行為を別紙のように変更したいので，

私立学校法第４５条第１項の規定によって認可されるよう、同法施行規則 

第４条の関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

  



寄附行為変更の条項及び事由 

 

この法人は寄附行為第４条に規定する設置学校のうち、大学院 福祉社会・経営研究

科が、専門職大学院であることを標榜することとした。また、寄附行為の附則において

規定していた「総長」が役職から称号へと変更となり、法人に携わる範囲も変わってき

たため、これを明らかにするために、寄附行為を次のとおり変更する。 

 

 

１．第４条第１号に記載のある大学院の「福祉社会・経営研究科」の後に「（専門職

大学院）」と加筆する。 

 

（事由）福祉社会・経営研究科が専門職大学院であることを標榜するため。 

 

 

２．「第４章の２ 総長」及び同章に第 26 条の２を新設、称号「総長」について

次のとおり規定する。  

 

 第 26 条の２ 理事会は、この法人の業務に関し顕著な功績のあった者に対し、

総長の称号を贈ることができる。 

２  総長は、理事会の求めに応じ、この法人の運営について必要な助言を行う。 

３  総長の任期は、３年以内とし、再任を妨げない。 

  

（事由）法人の業務に関し顕著な功績のあった者に対し、総長の称号を贈ることが

できる旨を規定するため。 

    また、総長は称号であり、理事会の求めに応じて法人の運営について必要

な「助言」を行うことや、任期は３年以内とし再任を妨げないこととを明

記することにより、総長と本法人との関係性を明らかにするため。 

 

３．平成 28年 7月 13日付で文部科学大臣の認可を受けて附則に規定した附則１項 

から３項を失効する旨とその失効日及び前出１、２の変更日を明らかにするため 

  次の附則を加える。 

 

     附  則 

平成 28 年 7 月 13日施行の附則 1 項から 3 項までを失効とする。 

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（令和 年 月 日）から施行する。 

 

（事由）平成 28年 7月 13日付で文部科学大臣の認可を受け、次の附則を定めていた。 
  

 附則 

１ 理事長の下に、当分の間、総長を置く。 

２ 総長は、理事の中から理事長が指名する。この場合において、理事会の 

承認を得なければならない。 

３ 総長は、次に掲げる職務を掌理する。 

(１) 大学及び附属校の将来構想に係る企画の策定、推進及び運営 

(２) 国際連携 

(３) ダイバーシティ推進 

(４) その他、理事会において決議した事項 

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成 28 年 7 月 13 日）から施行する。  

 

上記２のとおり総長を新たに「称号」として位置づけることなり、その役割

も理事会の求めに応じての助言にとどまることとなったため、この附則を失

効する旨と、その失効日を明らかにするため。 

 

また、上記１、２の変更日を明らかにするため。  



新 旧 の 比 較 対 照 表 

 

新 旧 

第 2 章 目的及び設置する学校 

第４条 この法人は、前条に規定する目的を達成するため、次に

掲げる学校を設置する。 

（１）昭和女子大学           

昭和女子大学大学院       文学研究科 

生活機構研究科 

福祉社会・経営研究科（専門職大学院） 

人間文化学部 日本語日本文学科 

歴史文化学科 

国際学部 英語コミュニケーション学科 

国際学科 

グローバルビジネス学部 ビジネスデザイン学科 

会計ファイナンス学科 

人間社会学部  心理学科 

福祉社会学科 

現代教養学科 

初等教育学科 

環境デザイン学部 環境デザイン学科 

食健康科学部 環境デザイン学科 

健康デザイン学科 

管理栄養学科 

食安全マネジメント学科 

（２）昭和女子大学附属昭和高等学校 全日制の課程 普通科 

（３）昭和女子大学附属昭和中学校 

（４）昭和女子大学附属昭和小学校 

（５）昭和女子大学附属昭和こども園 

（６）ブリティッシュ・スクール・イン・トウキョウ昭和 

（７）ヨークグローバルビジネスアカデミー専門学校 

        ︙ 

第４章 評議員会 

     ︙ 

第 26条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員

総数の３分の２以上の議決により、これを解任することができる。 

（１）心身の故障のため職務の執行に堪えないとき  

（２）評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき 

２ 評議員は次の事由によって退任する。   

（１）任期の満了     

（２）辞任     

（３）死亡   

 

第４章の２ 総長  

第 26条の２ 理事会は、この法人の業務に関し顕著な功績のあった

者に対し、総長の称号を贈ることができる。 

２  総長は、理事会の求めに応じ、この法人の運営について必要な

助言を行う。 

３  総長の任期は、３年以内とし、再任を妨げない。 

第 2 章 目的及び設置する学校 

第４条 この法人は、前条に規定する目的を達成するため、次に

掲げる学校を設置する。 

（１）昭和女子大学           

昭和女子大学大学院       文学研究科 

生活機構研究科 

福祉社会・経営研究科 

人間文化学部 日本語日本文学科 

歴史文化学科 

国際学部 英語コミュニケーション学科 

国際学科 

グローバルビジネス学部 ビジネスデザイン学科 

会計ファイナンス学科 

人間社会学部  心理学科 

福祉社会学科 

現代教養学科 

初等教育学科 

環境デザイン学部 環境デザイン学科 

食健康科学部 環境デザイン学科 

健康デザイン学科 

管理栄養学科 

食安全マネジメント学科 

（２）昭和女子大学附属昭和高等学校 全日制の課程 普通科 

（３）昭和女子大学附属昭和中学校 

（４）昭和女子大学附属昭和小学校 

（５）昭和女子大学附属昭和こども園 

（６）ブリティッシュ・スクール・イン・トウキョウ昭和 

（７）ヨークグローバルビジネスアカデミー専門学校 

        ︙ 

第４章 評議員会 

     ︙ 

第２６条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員

総数の３分の２以上の議決により、これを解任することができる。 

（１）心身の故障のため職務の執行に堪えないとき  

（２）評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき 

２ 評議員は次の事由によって退任する。   

（１）任期の満了     

（２）辞任     

（３）死亡  

 

（ 新 設 ）  



 附  則 

１ 理事長の下に、当分の間、総長を置く。 

２ 総長は、理事の中から理事長が指名する。この場合において、

理事会の承認を得なければならない。 

３ 総長は、次に掲げる職務を掌理する。 

（１）大学及び附属校の将来構想に係る企画の策定、推進及び

運営 

（２）国際連携 

（３）ダイバーシティ推進 

（４）その他、理事会において決議した事項 

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成 28年 7月 13日）

から施行する。  
        ︙ 

 附  則 

 

平成 28 年 7 月 13日施行の附則 1 項から 3 項までを失効とする。 

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（令和 年 月 日）から

施行する。 

 

 附  則 

１ 理事長の下に、当分の間、総長を置く。 

２ 総長は、理事の中から理事長が指名する。この場合において、

理事会の承認を得なければならない。 

３ 総長は、次に掲げる職務を掌理する。 

（１）大学及び附属校の将来構想に係る企画の策定、推進及び

運営 

（２）国際連携 

（３）ダイバーシティ推進 

（４）その他、理事会において決議した事項 

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成 28年 7月 13日）

から施行する。 

        ︙ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  




